
17 令和２年２月

お
知
ら
せ

所
得
税
の
申
告
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
！

米
子
税
務
署
か
ら

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
確
定
申
告
書
を
作

成
し
、e-T

ax

で
送
信
す
れ
ば
、
税
務
署
に

出
向
く
こ
と
な
く
、
自
宅
等
で
申
告
手
続

き
が
完
了
し
ま
す
。

ス
マ
ホ
で
見
や
す
い
専
用
画
面

※
開
発
中
の
画
面
で
す
の
で
、
実
際
の
画

面
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。申告書の作成は、こちら

　

ス
マ
ホ
専
用
画
面
を
ご
利
用
い
た
だ
け

る
方
の
範
囲
が
広
が
り
ま
し
た
。

※
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
」
を
お
持
ち
の
方
は
、e-T

ax

で

送
信
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
を

お
持
ち
で
な
い
方
も
、「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
」
が
あ
れ
ば
、e-T

ax

で
送
信
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

項　目 令和元年分

収　入

給与所得（年末調整未済や２か所以上

にも対応）、公的年金等、その他雑所得、

一時所得

所得控除 全ての所得控除

税額控除 政党等寄附金等特別控除、災害減免額

その他
予定納税額、本年分で差し引く繰越損

失額、財産債務調書（案内のみ）

確
定
申
告
会
場
の
開
設	

	

　

米
子
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
の
開
設

は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
郵
送
に
よ

る
提
出
・
窓
口
へ
の
提
出
は
、
2
月
16
日

以
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◆
申
告
会
場

�

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

２
階　

国
際
会
議
室

（
米
子
市
末
広
町
２
９
４
）

◆
設
置
期
間

�

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
）

◆
受
付
時
間　

９
時
～
16
時

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、
16
時
以
前
に
受
付

を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◆
相
談
時
間　

９
時
～
17
時

◆
問
い
合
わ
せ
先　

�

米
子
税
務
署☎

０
８
５
９
‐
32
‐
４
１
２
１

税
の
無
料
相
談
会

中
国
税
理
士
会
米
子
支
部
の
税
理

士
に
よ
る
「
税
の
無
料
相
談
会
」
で
す
。

◆
日
時　

２
月
16
日（
日
）

　
　
　
　

10
時
～
16
時

◆
場
所

◦
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

５
階　

第
４
会
議
室

◦
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ン
ト
５

境
港
店

◆
問
い
合
わ
せ
先

�

中
国
税
理
士
会�

米
子
支
部

☎
０
８
５
９
‐
32
‐
４
７
９
５

無
料
法
律
相
談
会

　

鳥
取
県
司
法
書
士
会
が
相
談
会
を
開

き
ま
す
（
前
日
ま
で
に
要
予
約
）。

◆
日
時　

２
月
21
日
（
金
）

　
　
　
　

18
時
～
20
時

◆
場
所　

�

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
第
１
会
議
室

◆�

内
容　

相
続
・
遺
言
、
不
動
産
の
贈

与
・
売
買
、
商
業
登
記
、
借
金
・
多

重
債
務
問
題
な
ど
身
の
回
り
の
法

律
問
題

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　

鳥
取
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
８
５
７
‐
24
‐
７
０
２
４


